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学校施設開放校庭利用団体 各位 

武蔵野市教育委員会 

 

学校施設開放における市立小中学校校庭の雷による還付について(通知) 

 

日頃より武蔵野市学校施設開放についてご理解賜りありがとうございます。 

市立小中学校校庭の雷による還付について、この度、基準を変更いたしますのでご案内いたし

ます。 

 

１ 変更点（「学校施設開放の実務」P45、16使用料の還付） 

≪変更前≫ 

１）還付を行う場合 規則第 10条,要綱 19,20条 

納入された使用料は原則として還付しません。条例第 8条 5 

ただし、次の場合においてのみ還付します。規則第 10条 

(１)使用者の責任でない事由により全く使用することができなかった場合。【全額】  

例 天候（雨、雪、台風、猛暑、強風など）で使用できない又は使用に危険を伴う場合や、学校の行事、 

緊急の工事等により使用できなくなった場合など。 

 

≪変更後≫ 

１）還付を行う場合 規則第 10条,要綱 19,20条 

納入された使用料は原則として還付しません。条例第 8条 5 

ただし、次の場合においてのみ還付します。規則第 10条 

(１)使用者の責任でない事由により全く使用することができなかった場合。【全額】  

例 天候（雨、雪、台風、猛暑、強風、雷など）で使用できない又は使用に危険を伴う場合や、学校の

行事、緊急の工事等により使用できなくなった場合など。 

 

２ 雷の基準 

雷注意報が出ている場合 

  

３ 本通知の対象施設 

市立小中学校校庭 

                 

 ４ その他 

雷注意報が出ている場合は、落雷の危険があるため、原則中止にするのが望ましい。その

うえでも使用する場合には、武蔵野市立学校施設の開放に関する条例施行規則第 11 条のとお

り、開放施設の使用中に発生した使用者の事故は、使用者の自己責任といたします。 

 



                                     

 

                【問い合わせ先】 

                  武蔵野市教育委員会生涯学習スポーツ課 

        学校施設開放担当 

                   電話：0422-60-1902（平日 8：30-17：00） 

          

 


